
25

児
童
の
し
あ
わ
せ
を
願
っ
て
、
次

の
各
制
度
が
あ
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

離
婚
、
死
別
な
ど
に
よ
り
、
父
と

生
計
を
共
に
で
き
な
い
18
歳
未
満
の

児
童
が
養
育
さ
れ
て
い
る
家
庭
の
生

活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
る
た
め
に
、

児
童
の
母
や
、
母
に
代
わ
っ
て
そ
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

身
体
、
精
神
に
障
害
の
あ
る
20
歳

未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
父
や
母
、

ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

児
童
手
当

義
務
教
育
就
学
前
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

＊
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
所
得
制
限
、

支
給
要
件
が
あ
り
ま
す
。
児
童
手
当

に
つ
い
て
は
６
月
以
降
分
よ
り
平
成

14
年
度
（
13
年
中
）
所
得
額
を
も
と

に
支
給
さ
れ
ま
す
。（
昨
年
度
所
得
制

限
超
過
で
受
給
資
格
が
な
か
っ
た
方

で
も
再
請
求
に
よ
り
支
給
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
５
月
末
ま
で

に
認
定
請
求
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。）

▼
問
い
合
わ
せ

地
域
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
１

情情
・・
報報
・・
のの
・・
ぺぺ
・・
ええ
・・
じじ
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情情情情
・・・・
報報報報
・・・・
のののの
・・・・
ぺぺぺぺ
・・・・
ええええ
・・・・
じじじじ

４
月
期
支
給
の
障
害
者
(児)
更
生
援

護
補
助
金
は
、
４
月
25
日
に
口
座
に

振
り
込
み
ま
し
た
。
個
人
あ
て
の
通

知
は
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
２

平
成
13
年
度
第
３
期
支
給
の
心
身

障
害
者
扶
養
共
済
の
掛
金
補
助
は
、

４
月
25
日
に
口
座
に
振
り
込
み
ま
し

た
。
個
人
あ
て
の
通
知
は
い
た
し
ま

せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
２

▼
受
給
資
格

母
子
家
庭
ま
た
は
母

子
家
庭
に
準
ず
る
家
庭
で
、
高
等
学

校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校

（
専
門
課
程
）
、
短
期
大
学
、
大
学

（
大
学
お
よ
び
短
期
大
学
の
夜
間
部
は

除
く
）
に
在
学
し
て
い
る
、
ま
た
は

入
学
す
る
方
。（
既
に
受
給
さ
れ
て
い

る
方
で
も
引
き
続
き
受
給
希
望
さ
れ

る
方
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
）

※
一
定
の
所
得
以
上
の
世
帯
は
、
給

付
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
申
請
方
法

在
学
証
明
書
な
ど
提

出
書
類
が
必
要
で
す
。（
所
定
の
用
紙

は
地
域
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
）

▼
申
請
期
限

５
月
31
日
(金)
ま
で

（
６
月
以
降
に
申
請
さ
れ
ま
す
と
そ
の

翌
月
か
ら
の
給
付
に
な
り
ま
す
）

▼
問
い
合
わ
せ

地
域
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
１

５
月
３
日
の
憲
法
記
念
日
を
中
心

に
５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は
憲
法

週
間
で
す
。

憲
法
週
間
に
ち
な
ん
で
「
無
料
特

設
人
権
相
談
所
」
を
次
の
と
お
り
開

設
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

▼
日
時

５
月
14
日
(火)
午
後
１
時
〜

３
時

▼
場
所

福
祉
し
あ
わ
せ
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
内
容

い
じ
め
問
題
、
差
別
、

家
庭
の
も
め
ご
と
、
遺
産
相
続
、
登

記
、
戸
籍
、
不
登
校
児
問
題
な
ど

▼
相
談
員

人
権
擁
護
委
員
、
神
戸

地
方
法
務
局
加
古
川
支
局
職
員

※
５
月
２
日
、
７
日
、
９
日
、
14
日
、

16
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
（
正

午
か
ら
午
後
１
時
を
除
く
）
は
、
神

戸
地
方
法
務
局
加
古
川
支
局
で
開
設

▼
問
い
合
わ
せ

地
域
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
１

５
月
は
全
国
一
斉
の
赤
十
字
社
員

増
強
月
間
で
す
。
500
円
以
上
の
出
資

に
よ
り
社
員
に
な
っ
て
い
た
だ
き
、

そ
の
社
資
を
赤
十
字
社
の
活
動
資
金

と
し
て
、
災
害
救
護
、
血
液
事
業
、

医
療
事
業
、
赤
十
字
講
習
会
、
社
会

福
祉
事
業
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
諸
事
業
も
皆
様
の
ご
支

援
に
よ
り
、
は
じ
め
て
達
成
で
き
る

も
の
で
す
。
赤
十
字
の
趣
旨
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
一
人
で
も
多
く
の
方

が
「
赤
十
字
社
員
」
に
加
入
し
て
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

地
域
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
１

福
　
祉

障
害
者
(児)
更
生
援
護
補
助
金

の
振
り
込
み

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
の

掛
金
補
助
の
振
り
込
み

平
成
14
年
度
母
子
家
庭
な
ど

の
奨
学
金
の
申
請

無
料
特
設
人
権
相
談
所
を

開
設

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す

日
本
赤
十
字
社
員
に
加
入
を

▼
期
間

６
月
８
日
(土)
〜
11
月
30
日

(土)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分
（
22

回
）

▼
対
象

義
務
教
育
修
了
者
で
16
歳

以
上
（
町
内
在
住
・
在
勤
者
に
限
る
）

▼
場
所

中
央
公
民
館
・
福
祉
会
館

▼
参
加
費

千
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

▼
定
員

先
着
25
人

▼
講
師

播
磨
町
聴
覚
障
害
者
部
会
・

手
話
サ
ー
ク
ル
は
り
ま

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

５
月

１
日
(水)
〜
20
日
(月)
ま
で
に
中
央
公
民

館
へ
（
電
話
申
し
込
み
可
）

1
０
７
９
４
（
３
７
）
６
９
８
０

１．外来受診 医療費の１割負担

病　院 １カ月に上限は3,200円（200床未満）

１カ月に上限は5,300円（200床以上）

診療所 定額制：１日850円負担（月４回まで）

定率制：１割負担（負担上限3,200円）

２．訪問看護療養費 基本利用料の１割負担

月額上限3,200円または１日640円

（月５回まで）
※入院時の医療費（かかった費用の１割）の支払い上限額、食事代は今までどおりです。

播磨町が老人保健で支払った12年度の医療費は右上の図の通りです。医療費は受診のときあなたが支払われる一部負担

金を除いた額に対して皆様が加入しておられる医療保険からの拠出、国・県・町の負担によりまかなわれており、国民みん

なで負担していることになります。 問い合わせ 地域福祉課10794（35）2361

▲

老人保健制度の外来受診の支払い上限額が変わりました�
平成14年４月１日から�

老人保健制度の外来受診の支払い上限額が変わりました�老人保健制度の外来受診の支払い上限額が変わりました�

夫や恋人、家族から様々な形で暴力を受けているあな

たへ

『ひとりで悩まないで』今すぐお電話を！

安心してご相談ください。秘密は厳守します。

・兵庫県立女性相談センター（旧県立婦人相談センター）

1078（732）7700 電話相談受付時間　毎日午
前９時～午後９時（緊急の場合は24時間対応）

※なお、次の機関でも相談窓口を設置しています。

・加古川警察　10794（27）0110（いつでも可）
・兵庫県加古川健康福祉事務所

10794（21）1101（平日　午前９時～午後５時）
・兵庫県立男女共同参画センター

1078（360）8551（祝日を除く月～土、午前９
時30分～午後４時30分）

・地域福祉課　10794（35）2361

「配偶者からの暴力の防止及び被害�
者の保護に関する法律（ＤＶ法）」が�
4月1日から全面施行されました�

１
、
身
体
障
害
者
手
帳

身
体
障
害
者
福
祉
法
、
児
童
福
祉

法
な
ど
に
基
づ
く
制
度
に
よ
っ
て
援

護
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
身
体
障
害
者
手
帳
に

は
、
障
害
の
程
度
に
よ
り
１
〜
６
級

ま
で
の
区
分
が
あ
り
、
そ
の
等
級
・

部
位
に
よ
っ
て
援
護
の
内
容
が
異
な

り
ま
す
。

２
、
療
育
手
帳

知
的
障
害
者
(児)
に
対
し
て
指
導
・

相
談
お
よ
び
各
種
援
護
措
置
を
受
け

や
す
く
す
る
た
め
に
交
付
し
て
い
ま

す
。
専
門
機
関
で
判
定
を
受
け
ま
す
。

３
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

精
神
障
害
の
た
め
、
長
期
に
わ
た

り
日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
へ
の

制
約
が
あ
る
方
を
対
象
に
交
付
し
て

い
る
手
帳
で
す
。
平
成
14
年
４
月
よ

り
手
帳
の
申
請
窓
口
が
、
加
古
川
健

康
福
祉
事
務
所
（
旧
加
古
川
保
健
所
）

か
ら
町
役
場
の
健
康
福
祉
課
に
変
更

に
な
り
ま
し
た
。

▼
手
続
き

申
請
書
な
ど
の
必
要
書

類
は
す
べ
て
健
康
福
祉
課
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
。
交
付
申
請
の
ほ
か
に
、

再
交
付
・
住
所
変
更
な
ど
の
手
続
き

に
つ
い
て
も
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
　

健
康
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
２

皆さんは「骨髄バンク」という言葉を耳にした
ことがありますか。骨髄バンクとは、白血病など
の骨髄が原因の難病の治療のため、健康な方に骨
髄を提供していただき、骨髄移植を行う準備を進
めていくための制度です。
兵庫県では、骨髄移植を推進するため、骨髄を

提供していただける希望者を登録しています。平
成13年度から全県下の７つの特定健康福祉事務所
と日赤血液センター（神戸）と献血ルーム（姫路）
でも登録しています。
加古川健康福祉事務所でも、提供希望者の登録

の受付を、平成13年８月から実施しています。

日程 ５月８日、６月５日、７月３日、９月４
日、10月２日、11月６日、12月４日、
平成15年１月８日、２月５日、３月５日

時間 午後１時～３時
問い合わせ・申し込み

加古川健康福祉事務所
10794（22）0001

▲
▲

▲

総医療費20億5,153万円�
（平成12年度実績報告より）�

一部負担金�
1億5,454万円�
一部負担金�
1億5,454万円�

国庫負担分�
3億8,433万円�

県負担分　9,608万円�
町負担分　9,608万円�

社保基金負担分�
（医療保険）�
13億2,050万円�

ご
存
じ
で
す
か
？

児
童
福
祉
制
度

ご
存
じ
で
す
か
？

障
害
者
の
方
の
た
め
の
手
帳

�

加古川市�

稲 美 町 �

播 磨 町 �

件　数�傷　者�死者�

625�

101�

69

（＋93）�

（＋44）�

（＋18）�

748�

130�

88

（＋94）�

（＋50）�

（＋31）�

5�

0�

0

（±0）�

（±0）�

（±0）�

平成14年3月�
（昨年比）�

または
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